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○県の施策
	名　　称
	概　　要
	問合せ先

	男性社員の育休代替
要員を紹介
	男性社員が育児休暇等を取得する場合に代替要員を紹介します。
＊紹介手数料無料（代替要員の人件費は企業負担となります。）
	アイビーエージェント㈱
〔0776-29-0888〕
（事業受託事業者）

	育児サポート企業
アドバイザー派遣
	県の委託を受けたアドバイザー（社会保険労務士等）が企業を訪問し、両立支援を行うための就業規則の整備や働き方の改善について助言します。
	福井県子ども家庭課
〔0776-20-0341〕

	父親子育て応援企業
知事表彰
	小学生以下の子どもがいる男性従業員の子育てを積極的に応援する企業を表彰し、その取組を広く紹介します。
	福井県子ども家庭課
〔0776-20-0341〕

	中小企業育成資金
貸付金制度
（企業の子育て奨励分）
	両立支援宣言を行い、県の登録を受けた中小企業者が「中小企業育成資金（一般）（子育て支援奨励分）を県信用保証協会の保証付きで利用する場合には、信用保証料の全額を県が負担します。
	福井県経営支援課
〔0776-20-0367〕



○国の施策
	名　　称
	概　　要
	問合せ先

	育児・介護雇用安定等
助成金
	
	

	
	中小企業子育て支援
助成金
	平成18年4月1日以降育児休業取得者が初めて出た場合に、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、5人目まで次の額が支給されます。
■1人目：100万円、2人目から5人目まで：80万円
	福井労働局雇用均等室
〔0776-22-3947〕

	
	両立支援レベルアップ
助成金
	
	(財)21世紀職業財団
福井事務所
〔0776-21-0581〕

	
	
	代替要員確保コース
	一定期間の育児休業取得者の代替要員を派遣もしくは雇用により新規に確保し、育児休業者を休業終了後に原職等に復帰させた場合に、次の額が支給されます。
■中小企業　1人目：最大50万円、2人目以降：15万円
■大企業　1人目：最大40万円、2人目以降：10万円
	

	
	
	休業中能力アップ
コース
	育児休業または介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施した場合に、次の額が支給されます。
■中小企業　1人当たり21万円まで
■大企業　1人当たり16万円まで
	

	
	
	子育て期の短時間勤務
支援コース
	育児のための短時間勤務制度を就業規則等に定め、労働者が連続して6か月以上利用した場合に次の額が支給されます。
■小規模事業主：100万円　　中規模事業主：50万円
■大規模事業主：40万円
	

	
	
	育児・介護費用等
補助コース
	労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行った場合に、費用の一部が助成されます。
	

	次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん）

	一般事業主行動計画に定めた目標を達成する等の認定基準を満たした場合に、福井労働局長の認定を受けることができます。
認定企業は、「くるみん」マークを広告、商品、求人広告などにつけることができます。
	福井労働局雇用均等室
〔0776-22-3947〕


県の仕事と子育て両立支援施策〔事業者向け〕（概要）





国の仕事と子育て両立支援施策〔事業者向け〕（概要）








